
　　　　市道路線の認定及び廃止について

　道路法第８条及び第１０条第１項の規定により、次のとおり市道路線を認定

及び廃止する。

　　　　　平成２９年１１月２７日提出

　　川崎市長　　福　田　　紀　彦

１　認定

整理 図面

番号 番号

下 野 毛 高津区 下野毛２丁目 ９６３番 １９先

第 ５ ４ 号 線 高津区 下野毛２丁目 ９６３番 １５先

下 野 毛 高津区 下野毛３丁目 ８１９番 ２２先

第 ５ ５ 号 線 高津区 下野毛３丁目 ８１９番 ５３先

千 年 高津区 千年 ７５２番 １先

第 ２ ０ ４ 号 線 高津区 千年 ７４７番 １２先

菅 生 ヶ 丘 宮前区 菅生ヶ丘 ２１０６番 １６７先

第 １ １ 号 線 宮前区 菅生ヶ丘 ２１０６番 １０６先

菅 生 ヶ 丘 宮前区 菅生ヶ丘 ２１０６番 １７先

第 １ ２ 号 線 宮前区 菅生ヶ丘 ２１１９番 １６先

堰 多摩区 堰３丁目 ２１９番 １５先

第 ８ ２ 号 線 多摩区 堰３丁目 ２１９番 １０先

長 尾 多摩区 長尾４丁目 １１１番 ５先

第 １ ７ ３ 号 線 多摩区 長尾４丁目 １０９番 ８先

南 生 田 多摩区 南生田１丁目 ６３７９番 ３先

第 ２ ３ ３ 号 線 多摩区 南生田１丁目 ６３７９番 ８先

多 摩 美 麻生区 多摩美１丁目 ９５番 ２１先

第 ８ ４ 号 線 麻生区 多摩美１丁目 ９５番 ２３先
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⑻ 駐車場の経営 

⑼ 土地建物の管理・売買・賃貸及び仲介斡旋 

⑽ 受付案内・事務処理・情報処理等法律の適用対象業務の人材

派遣及び有料職業紹介 

⑾ クリーニング、物品の総合リース業及びその取次業務 

⑿ 各種イベントの企画実施 

⒀ 損害保険代理 

⒁ 前各号に付帯関連する一切の事業 

事業実績  ⑴ 大田区役所本庁舎（受付業務） 

⑵ 世田谷区民会館（施設維持管理業務） 

⑶ 渋谷区民サービスセンター（施設維持管理業務） 

 

議案第１４９号

市道路線の認定及び廃止について

　道路法第８条及び第１０条第１項の規定により、次のとおり市道路線を認定

及び廃止する。

平成２９年１１月２７日提出

        川崎市長  福　田　紀　彦



整理 図面

番号 番号

片 平 麻生区 片平 １５２１番 ８先

第 ３ ４ ２ 号 線 麻生区 片平 １５２１番 １２先

２　廃止

整理 図面

番号 番号

上 小 田 中 中原区 上小田中１丁目 ６８番 ２先

第 １ ２ 号 線 中原区 上小田中１丁目 ６７番 １先

二子千年線(Ⅳ) 高津区 末長４丁目 １３７８番 ３先

高津区 末長４丁目 １２７４番 ２先

菅 生 宮前区 菅生３丁目 １７８６番 先

第 ３ ３ ５ 号 線 宮前区 菅生３丁目 １７８５番 先
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整理 図面

番号 番号

片 平 麻生区 片平 １５２１番 ８先

第 ３ ４ ２ 号 線 麻生区 片平 １５２１番 １２先

２　廃止

整理 図面

番号 番号

上 小 田 中 中原区 上小田中１丁目 ６８番 ２先

第 １ ２ 号 線 中原区 上小田中１丁目 ６７番 １先

二子千年線(Ⅳ) 高津区 末長４丁目 １３７８番 ３先

高津区 末長４丁目 １２７４番 ２先

菅 生 宮前区 菅生３丁目 １７８６番 先

第 ３ ３ ５ 号 線 宮前区 菅生３丁目 １７８５番 先

起 点

終 点

起 点

終 点
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６３ １２

路 線 名
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認 定 理 由 

 図面番号① 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（高津区下野毛２丁目地内）             整理番号５１ 
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認 定 理 由 

図面番号② 

 本箇所は、道路敷地が本市に寄附され、一般交通に必要なので、これを市道

として認定したい。 

 

見取図（高津区下野毛３丁目地内）             整理番号５２ 
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認 定 理 由 

 図面番号③ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（高津区千年地内）                 整理番号５３  
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認 定 理 由 

図面番号④ 

 本箇所は、測量助成適用団地内の道路で、一般交通に必要なので、これを市

道として認定したい。 

 

見取図（宮前区菅生ヶ丘地内）            整理番号５４、５５ 
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認 定 理 由 

図面番号⑤ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（多摩区堰３丁目地内）               整理番号５６ 
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認 定 理 由 

図面番号⑥ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（多摩区長尾４丁目地内）              整理番号５７ 
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認 定 理 由 

図面番号⑦ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（多摩区南生田１丁目地内）             整理番号５８ 
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認 定 理 由 

図面番号⑧ 

 本箇所は、道路敷地が本市に寄附され、一般交通に必要なので、これを市道

として認定したい。 

 

見取図（麻生区多摩美１丁目地内）             整理番号５９ 
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認 定 理 由 

図面番号⑨ 

 本箇所は、宅地造成事業により新設された道路で、一般交通に必要なので、

これを市道として認定したい。 

 

見取図（麻生区片平地内）                 整理番号６０ 
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廃 止 理 由 

図面番号⑩ 

 本箇所は、一般交通に必要がないので、これを廃止したい。 

 

 

見取図（中原区上小田中１丁目地内）            整理番号６１ 
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廃 止 理 由 

図面番号⑪ 

 本箇所は、川崎都市計画道路３・４・１２号二子千年線の都市計画が変更さ

れたため、これを廃止したい。 

 

見取図（高津区末長４丁目、坂戸３丁目地内）        整理番号６２ 
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廃 止 理 由 

図面番号⑫ 

 本箇所は、一般交通に必要がないので、これを廃止したい。 

 

 

見取図（宮前区菅生３丁目地内）              整理番号６３ 
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